
   含みます。） 

(チ）本投資法人の公告に要する費用及び広告宣伝等に要する費用 

(リ）本投資法人の法律顧問及び税務顧問等に対する報酬及び費用 

(ヌ）投資主総会及び役員会開催に係る費用及び公告に係る費用並びに投資主に対して送付する書面の作成、印刷

及び交付に係る費用 

(ル）執行役員、監督役員に係る実費及び立替金等 

(ヲ）運用資産の取得、管理、売却等に係る費用（媒介手数料、管理委託費用、損害保険料、維持・修繕費用、水

道光熱費等を含みます。） 

(ワ）借入金及び投資法人債に係る利息 

(カ）本投資法人の運営に要する費用 

(ヨ）本投資法人の決算に関する説明会に係る費用及び投資家に対する本投資法人の決算報告・広報に関する業務

に係る費用 

(タ）その他前各号に類する費用で役員会が認めるもの 

  

 なお、上記手数料等については、以下の照会先までお問い合わせ下さい。  

 （照会先）  

 株式会社福岡リアルティ  

 福岡市博多区住吉一丁目２番25号  

 電話番号 092－272－3900  

  

 日本の居住者又は日本法人である投資主に対する課税及び投資法人の課税上の一般的取扱いは、以下の通りで

す。なお、税法等が改正された場合は、以下の内容が変更になることがあります。また、個々の投資主の固有の

事情によっては、異なる取扱いが行われることがあります。 

① 個人投資主 

(イ）収益分配金に係る税務 

 個人投資主が本投資法人から受け取る収益分配金は、株式の配当と同様に配当所得として取り扱われ、収

益分配金を受け取る際に20％（所得税）の税率により源泉徴収された後、総合課税の対象となります。ただ

し配当控除の適用はありません。本投資法人の投資口（以下、本「(5）課税上の取扱い」において「本投資

口」といいます。）は金融商品取引所に上場されている株式等（以下、本「① 個人投資主」において「上

場株式等」といいます。）に該当し、収益分配金に係る源泉税率は平成25年12月31日までに支払いを受ける

べきものについては10％（所得税７％、住民税３％）、平成26年１月１日以後に支払いを受けるべきものに

ついては20％（所得税15％、住民税５％）となります。 

 上場株式等の配当等（本投資口に係る収益分配金を含みます。）については、20％（所得税15％、住民税

５％）の税率による申告分離課税を選択できます。 

 ただし、平成25年12月31日までの期間に支払を受けるべき上場株式等の配当等の額について10％（所得税

７％、住民税３％）が適用されます。配当控除の適用はありません。 

 上場株式等の配当等は特例の対象となり、個人投資主は金額にかかわらず源泉徴収だけで納税手続を終了

させる確定申告不要の選択が可能です。 

 なお、個人投資主が受け取るべき上場株式等の配当等については、金融商品取引業者等における特定口座

の源泉徴収選択口座（源泉徴収を選択した特定口座）内に受け入れることを選択できます。 

 また、平成26年１月１日以後、金融商品取引業者等の営業所に開設した非課税口座（租税特別措置法第37

条の14第５項第１号に定める口座をいいます。以下、本「① 個人投資主」において同じです。）内におい

て管理されている上場株式等（平成26年から平成28年までの３年間、それぞれその年中に受け入れた取得対

価の額の合計額が100万円を超えないもの等一定のものに限ります。）に係る配当等で、非課税口座を開設

した日から同日の属する年の１月１日以後10年を経過する日までの間に支払を受けるべきものについては、

所得税及び住民税が課されません。 

 上記の上場株式等の配当等に係る取扱いは、本投資口に係る発行済投資口の100分の５（平成23年10月１

日以後に支払を受けるべきものについては100分の３）以上を有する個人投資主には適用されません。当該

個人投資主が受け取る収益分配金については、原則どおり収益分配金を受け取る際に20％（所得税）の税率

により源泉徴収された後、総合課税の対象になります。  

(ロ）利益を超える金銭の分配に係る税務 

 個人投資主が本投資法人から受取る利益を超える金銭の分配は、資本の払戻しとして取り扱われ、この金

額のうち払戻しを行った本投資法人の資本金等の額に相当する金額を超える金額がある場合には、みなし配

（５）【課税上の取扱い】
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当（計算方法については下記（注１）参照）として上記(イ)における収益分配金と同様の課税関係が適用さ

れます。また、利益を超える金銭の分配の額から、みなし配当を差引いた金額は、本投資口の譲渡に係る収

入金額として取り扱われます。この譲渡収入に対応する譲渡原価は下記（注２）のように計算されます。譲

渡に係る収入金額から譲渡原価を差引いた金額（注３）は、株式等の譲渡所得として原則として下記(ハ)と

同様の課税を受けます。 

 資本の払戻しに係る分配金を受領した後の投資口の取得価額は、当該分配金を受領する直前の投資口の取

得価額から、資本の払戻しに係る譲渡原価を控除した金額となります。 

 なお、（注１）のみなし配当の額及び（注２）の一定割合については、本投資法人から通知します。 

(ハ）投資口の譲渡に係る税務 

 個人投資主が本投資口を譲渡した際の譲渡益については、株式を譲渡した場合と同様に、株式等の譲渡に

係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額（以下「株式等の譲渡に係る譲渡所得等」といいま

す。）として申告分離課税（所得税15％、地方税５％）の方法で課税されます。譲渡損が生じた場合は、他

の株式等の譲渡に係る譲渡所得等との相殺は認められますが、株式等の譲渡に係る譲渡所得等の合計額が損

失となった場合は、その損失は他の所得と相殺することはできません。ただし、本投資口を金融商品取引業

者等を通じて譲渡等した場合は、以下の特例の対象となります。 

ａ．申告分離課税の上記20％の税率は、平成25年12月31日までの各年分の上場株式等の譲渡に係る譲渡所得等

の金額に関しては10％（所得税７％、住民税３％）となります。 

ｂ．本投資口の譲渡等により損失が生じ、その損失をその譲渡日の属する年における他の株式等の譲渡に係る

譲渡所得等の金額から控除しきれない結果、株式等の譲渡に係る譲渡所得等の合計が損失となった場合は、

申告を要件にこの損失（以下、本（ハ）ｃ．において「本投資口の譲渡損失の金額」といいます。）をその

年分の上場株式等に係る配当所得の金額（申告分離課税を選択したものに限ります。以下、本（ハ）ｃ．に

おいて同じです。）から控除することが認められます。 

ｃ．その年の前年以前３年内の各年において、本投資口の譲渡損失の金額（本（ハ）ｂ．の適用を受けている

場合には適用後の金額となります。）があるときは、申告を要件にこの損失（前年以前に既に控除したもの

を除きます。）をその年分の株式等の譲渡に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る配当所得の金額か

ら控除することが認められます。 

（注１）みなし配当 ＝ 資本の払戻し額 －
投資法人の税務上の資本金等の額のうち各投資主の投資口に

対応する部分＊ 

          
＊投資法人の税務上の資

本金等の額のうち各投

資主の投資口に対応す

る部分 

＝ 

投資法人の資本の払戻

し直前の税務上の資本

金等の額 

× 一定割合†  × 
各投資主の資本の払戻し直前の当該払

戻しに係る所有投資口数／投資法人の

資本の払戻しに係る投資口の総数 

            

            

†一定割合 ＝ 

投資法人の資本の払戻し額 

（小数点以下第３位未満切上げ） 

投資法人の税務上の前期末純資産価額 

（＋前期末から当該払戻しの直前の時までの間に

増加した税務上の資本金等の額－前期末から当

該払戻しの直前の時までの間に減少した税務上

の資本金等の額） 

（注２）譲渡収入の額 ＝ 資本の払戻し額 － みなし配当 

          

譲渡原価の額 ＝ 資本の払戻し直前の投資口の取得価額 × 一定割合†  

†一定割合 ＝ 

投資法人の資本の払戻し額 

（小数点以下第３位未満切上げ） 

投資法人の税務上の前期末純資産価額 

（＋前期末から当該払戻しの直前の時までの間に

増加した税務上の資本金等の額－前期末から当

該払戻しの直前の時までの間に減少した税務上

の資本金等の額） 

            

            
（注３）譲渡損益の額 ＝ 譲渡収入の額－譲渡原価の額 
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ｄ．本投資口は特定口座制度の対象となり、個人投資主が金融商品取引業者に特定口座を開設し、その特定口

 座に保管されている本投資口を含む上場株式等の譲渡に係る譲渡所得等について「特定口座源泉徴収選択届

出書」を提出した場合には、一定の要件の下に、本投資口の譲渡に係る譲渡所得等について譲渡対価の支払

の際に源泉徴収がなされ、申告不要の選択をすることが認められます。源泉税率は、平成25年12月31日まで

の譲渡等に対しては10％（所得税７％、住民税３％）、平成26年１月１日以後の譲渡等に対しては20％（所

得税15％、住民税５％）となります。 

 なお、個人投資主が金融商品取引業者等における特定口座の源泉徴収選択口座内において上場株式等の配

当等を受取ることを選択した場合において、その源泉徴収選択口座における上場株式等の譲渡につき損失が

生じているときは、その源泉徴収選択口座における配当等の額の総額から当該損失の金額を控除した金額に

対して源泉徴収がなされます。 

ｅ．また、平成26年１月１日以後、金融商品取引業者等の営業所に開設した非課税口座内において管理されて

いる上場株式等について、非課税口座を開設した日から同日の属する年の１月１日以後10年を経過する日ま

での間に、金融商品取引業者等への売委託による方法等により上場株式等の譲渡をした場合には、当該譲渡

による譲渡所得等については、所得税及び住民税が課されません。  

② 法人投資主 

(イ）収益分配金に係る税務 

 法人投資主が本投資法人から受け取る収益分配金は、原則として分配の決議のあった日の属する投資主の

事業年度において益金計上されます。本投資法人の投資口は金融商品取引所に上場されている株式等として

取り扱われ収益分配金を受け取る際には原則として15％の税率により源泉徴収がされますが、この源泉税は

配当等に対する所得税として所得税額控除の対象となります。なお、平成25年12月31日までに支払を受ける

収益分配金については、上記の源泉徴収税率が所得税７％に軽減されています。受取配当等の益金不算入の

規定の適用はありません。 

(ロ）利益を超える金銭の分配に係る税務 

 法人投資主が本投資法人から受け取る利益を超える金銭の分配は、資本の払戻しとして取り扱われ、この

金額のうち払戻しを行った本投資法人の資本金等の額に相当する金額を超える金額がある場合には、みなし

配当として上記(イ）における収益分配金と同様の課税関係が適用されます。また、利益を超える金銭の分

配の額から、みなし配当を差引いた金額は本投資口の譲渡に係る収入金額として取り扱われます。譲渡に係

る収入金額から譲渡原価を差引いた金額は譲渡損益として課税所得に算入されます。みなし配当、譲渡原

価、譲渡損益の計算方法は個人投資主の場合と同様です。 

 資本の払戻しを受けた後の投資口の帳簿価額は、この資本の払戻しを受ける直前の投資口の帳簿価額か

ら、資本の払戻しに係る譲渡原価を控除した金額となります。 

(ハ）投資口の期末評価方法 

 法人投資主による本投資口の期末評価方法については、税務上、本投資口が売買目的有価証券である場合

には時価法、売買目的外有価証券である場合には原価法が適用されます。なお、会計上は、売買目的有価証

券の場合は税法と同様に時価法が適用されますが、売買目的外有価証券のうちその他有価証券に分類される

投資口に関しても原則として時価法（評価損益は原則として純資産の部に計上）の適用があります。 

(ニ）投資口の譲渡に係る税務 

 法人投資主が本投資口を譲渡した際の譲渡損益は、法人税の計算上、益金又は損金として計上されます。

③ 本投資法人の税務 

(イ）利益配当等の損金算入要件 

 税法上、導管性要件を満たす投資法人に対しては、その投資ビークルとしての特殊性に鑑み、本投資法人

と投資主との間の二重課税を排除するため、利益の配当等を本投資法人の損金に算入することが認められて

います。 

 利益の配当等を損金算入するために満足すべき主要な要件（いわゆる導管性要件）は次の通りです。 

ａ．その事業年度に係る配当等の額（投信法第137条第１項の規定による金銭の分配のうち利益の配当から成

る部分の金額（みなし配当等の額を含みます。））の支払額がその事業年度の配当可能利益の額の90％超

（又は投信法第137条第１項の規定による金銭の分配の額が配当可能額の90％超）であること。 

ｂ．他の法人の発行済株式又は出資の総数又は総額の50％以上を有していないこと。 

ｃ．借入れは、機関投資家（租税特別措置法第67条の15に定めるものをいいます。以下本「（イ）利益配当等

の損益算入要件」において同じです。）からのものであること。 

ｄ．事業年度の終了時において同族会社のうち租税特別措置法施行令第39条の32の３に定めるものに該当して

いないこと。 

ｅ 投資口の発行価額の総額のうち国内において募集される投資口の発行価額の占める割合が50％を 

超える旨が本投資法人の規約において記載されていること。 
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ｆ．設立時における本投資口の発行が公募でかつ発行価額の総額が１億円以上であること、又は本投資口が事

業年度の終了時において50人以上の者又は機関投資家のみによって所有されていること。 

(ロ）不動産流通税の軽減措置 

ａ．不動産取得税 

 一般に不動産を取得した際には、原則として不動産取得税が課税価額の４％の税率により課されます。た

だし、平成24年３月31日までに取得した住宅及び土地については税率が３％に軽減されています。また、平

成24年３月31日までに取得する宅地及び宅地比準土地に係る不動産取得税については、その課税標準は当該

土地の価格の２分の１に軽減されます。なお、以下の一定の要件等を満たす投資法人が平成23年６月30日ま

でに取得する不動産に対しては、不動産取得税の課税価額が３分の１に軽減され、平成23年７月１日から平

成25年３月31日までに取得する不動産に対しては、５分の２に軽減されています。 

(ⅰ）規約に資産の運用の方針として、特定不動産（投資法人が取得する特定資産のうち不動産、不動産の

賃借権若しくは地上権又は不動産の所有権、土地の賃借権若しくは地上権を信託する信託の受益権をい

います。）の価額の合計額の当該投資法人の有する特定資産の価額の合計額に占める割合（以下「特定

不動産の割合」といいます。）を75％以上とする旨の記載があること。 

(ⅱ）投資法人から投信法第198条の規定によりその資産の運用に係る業務を委託された投信法第２条第19項

に規定する資産運用会社が、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号。その後の改正を含みます。以下

「宅地建物取引業法」といいます。）第50条の２第１項の認可を受けていること。 

(ⅲ）資金の借入れをする場合には、適格機関投資家（金融商品取引法第２条第３項第１号。ただし、地方

税法施行規則附則第３条の２の９第２項に規定するものに限ります。）からのものであること。 

(ⅳ）運用する特定資産が次に掲げる要件のいずれかに該当するものであること。 

イ 特定不動産の割合が75％以上であること。 

ロ 本軽減規定の適用を受けようとする不動産を取得することにより、特定不動産の割合が75％以上と

なること。 

(ⅴ）投信法第187条の登録を受けていること。 

ｂ．特別土地保有税 

 平成15年度以後当分の間、特別土地保有税の課税は停止されています。 

ｃ．登録免許税 

 一般に不動産を取得した際の所有権の移転登記に対しては、原則として登録免許税が課税価額の２％の税

率により課されます。ただし、売買による土地の取得に係る所有権の移転登記に対しては、平成23年３月31

日までは１％、平成23年４月１日から平成24年３月31日までは1.3％、平成24年４月１日から平成25年３月

31日までは1.5％に軽減されています。また、上記ａ．(ⅰ)乃至(ⅴ)に掲げる要件（ただし、（ⅲ）に規定

する適格機関投資家は、金融商品取引法第２条第３項第１号によります。）等を満たす投資法人が取得する

倉庫等以外の不動産については、当該取得後１年以内に登記を受ける場合には、登録免許税の税率が、平成

23年３月31日までは0.8％、平成23年４月１日から平成24年３月31日までは1.1％、平成24年４月１日から平

成25年３月31日までは1.3％に軽減されています。 
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